
 

関ケ原町外部公益通報の処理に関する規程 

 

（目的） 

第１条 この訓令は、公益通報者保護法（平成１６年法律第１２２号。以下「法」という。）第

１３条第２項の規定に基づき、外部の労働者等からの法に基づく公益通報及びその他の法令 

違反等に関する通報及び相談（以下「通報等をした者等」という。）を適切に取り扱うため、

これらの通報等への対応手続に関する事項を定めることにより、通報又は相談をした者（以下

「通報者等」という。）の保護を図るとともに、事業者の法令遵守等を推進することを目的と

する。 

（定義） 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

（１） 外部の労働者等 次に掲げる者又は外部通報又は相談の日前１年以内に当該者であっ

た者をいう。 

  ア 通報内容となる事実（以下「通報事実」という。）に関係する事業者に雇用されている

労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者と契約関係にある事業者（

以下「取引先事業者」という。）の労働者 

  イ 通報事実に関係する事業者及び取引先事業者並びに取引先事業者の役員 

  ウ その他通報事実に関係する事業者の法令遵守等を確保する上で必要と認められる者 

（２） 外部通報 外部の労働者等が、法令に違反し、又は違反するおそれのある行為（以下

「法令違反行為等」という。）が生じ、又はまさに生じようとしていると思料して、処分又

は勧告等をする権限を有する町の機関に公益通報することをいう。 

（３） 通報相談 公益通報対応体制の仕組み、不利益な取扱いその他通報について、質問し

、又は相談することをいう。 

（４） 通報者 外部通報をした外部の労働者等をいう。 

（５） 相談者 通報相談をした外部の労働者等をいう。 

（６） 通報相談窓口 外部の労働者等が通報等をするために設置する窓口をいう。 

（７） 対象事案 通報相談窓口に対して外部通報された事案をいう。 

（８） 主管課 通報事実に関する処分又は勧告等の事務を所掌する課をいう。 

（９） 通報者等を特定させる事項 通報者等が誰であるか認識することができる事項をいう

。 

（１０） 被通報者 法令違反行為等を行った、行っている又は行おうとしているとして外部

通報の対象となる者をいう。 

（１１） 不利益な取扱い 通報等をしたことを理由とする町、事業者又は事業者の役職員等

からの、懲戒処分その他の不利益な取扱いをいう。 

（外部通報の体制整備） 

第３条 通報等に関する事務を総括し、又は指揮するため、通報対応責任者（以下「責任者」と

いう。）を置くこととする。 

２ 責任者は総務課長をもって充てる。ただし、責任者が第１３条の規定により手続から除外さ

れる場合は、別に定めるものがその職務を代理する。 



（通報相談窓口） 

第４条 通報等を受け付けるため、地域振興課に通報相談窓口を設置する。  

２ 通報相談窓口は、次に掲げる事務を取り扱う。 

（１） 外部通報の受付、調査その他の対応に関すること。 

（２） 通報者との連絡調整に関すること。 

（３） 主管課との連絡調整に関すること。 

（４） 公益通報に関する制度の周知及び運用状況の公表に関すること。 

３ 通報相談窓口に通報相談窓口担当者を置き、次に掲げる者をもって充てる。 

（１） 地域振興課長の職にある者 

（２） 地域振興課の公益通報に関する事務の担当者 

（３） 外部通報を受けた上司 

（４） その他責任者が指名する者 

４ 通報相談窓口を経由せず、主管課に対して直接通報等があった場合、当該主管課は、当該通

報等を通報相談窓口に引き継ぐものとする。 

（外部通報の取扱い） 

第５条 通報相談窓口担当者は、外部通報を受け付けるときは、通報者の秘密の保持に配慮しつ

つ、氏名、住所、連絡先及び外部通報の通報事実の把握に努める。 

２ 通報相談窓口担当者は、通報者に対して外部通報をしたことを理由とした不利益な取扱いが

ないこと及び通報者の秘密が保持されることを説明する。 

（通報等の取扱い） 

第６条 通報相談窓口担当者は、通報等があったときは、相談者に相談の内容、趣旨等を十分確

認して外部通報事実に該当するかを判断するとともに、相談者に対して通報を受け付けるため

に必要な助言を行う。 

（通報相談窓口の利用方法） 

第７条 外部通報は、原則として実名により、次に定める事項を、電話、電子メール、ファクシ

ミリ、郵送又は面談の方法により行う。ただし、客観的に事実が証明できる資料があるときは

、匿名で外部通報をすることができる。 

（１） 法令違反行為等に関する事実の内容 

（２） 法令違反行為等が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由 

（調査の実施） 

第８条 責任者は、外部通報の調査を統括し、次の各号である場合を除き、直ちに必要な調査を

実施する。 

（１） 外部通報により調査中の対象事案と同種案件であるもの 

（２） 既に対象事案に関する調査又は是正措置等がとられ解決済みであるもの 

（３） 外部通報をした者と連絡が取れず事実確認が取れないもの 

（４） 前３号のほか、直ちに必要な調査を実施できない正当な理由がある場合 

２ 責任者は、対象事案について、適切な主管課に調査を担当させる。その際、調査を担当させ

る主管課に対して、外部公益通報対応依頼書（様式第１号）により依頼する。 

３ 責任者は、他の行政機関が対象事案について処分又は勧告等をする権限を有する場合は、当

該他の行政機関を通報者に対して遅延なく教示することを含め、適切な措置を講ずる。 

４ 前項の場合において、通報者からの外部通報に、個人の生命、身体、財産その他の利益に重



大な影響を及ぼす可能性のある内容が含まれている場合には、外部通報に関する秘密保持に留

意しつつ、個人情報の保護に関する法令等も踏まえ、当該他の行政機関に当該内容について情

報提供をする。 

（是正措置等） 

第９条 主管課は、調査の結果、法令違反行為等が明らかになった場合は、その旨を責任者に報

告する。 

２ 責任者は、対象事案の是正措置等の検討及び実行を統括し、前項による報告を受けたときは

、速やかに是正措置等の検討及び実行をする。 

３ 責任者は、主管課に対象事案の是正措置等を検討又は実行する者として定め、是正措置等の

検討又は実行を担当させることができる。その際、担当させる主管課に対して、外部公益通報

対応依頼書（様式第１号）により依頼することとする。 

４ 責任者は、法令違反行為等の是正措置等が適切に機能しているかを検証し、適切に機能して

いないことが判明した場合、追加の是正措置等を講ずる。 

（記録） 

第１０条 責任者は、通報対応業務に関する記録を、通報者の秘密の保持に配慮し、外部公益通

報処理票（様式第２号）を作成し、少なくとも対応終了後１０年間保存する。 

（協力義務） 

第１１条 町は、対象事案について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関が町の他にもあ

る場合においては、当該行政機関と連携して調査を行い、是正措置を講ずる等、相互に緊密に

連絡し協力する。 

（秘密保持及び個人情報保護の徹底） 

第１２条 通報等への対応に関与した職員（通報等への対応に付随する職務等を通じて、通報等

に関する秘密を知り得た者を含む。以下同じ。）は、通報等に関する秘密保持及び個人情報保

護の徹底を図るため、通報等への対応時及び通報等への対応終了後において、次に掲げる事項

を遵守しなければならない。 

 （１） 通報等の内容に関する情報を共有する者の範囲及び共有する情報の範囲は、必要最小

限に留めること。 

 （２） 通報者等の特定につながり得る情報（通報者等の氏名、勤務先等の個人情報、調査等

が外部通報を端緒としたものであることが分かる情報、通報者等しか知り得ない情報その他

の情報をいう。以下同じ。）については、被通報者及びその関係者に対して開示しないこと

（外部通報の対応を適切に行う上で必要最小限の情報を、次号に規定する同意を取得して開

示する場合を除く。）。 

 （３） 通報者等の特定につながり得る情報を、情報共有が許される範囲外に開示する場合に

は、開示目的及び開示情報の範囲並びに当該情報を開示することによって生じ得る不利益に

ついて、通報者等に対して明確に説明し、通報者等の書面（電子メールを含む。）による明

示の同意を取得すること。 

 （４） 通報者等本人からの情報流出によって通報者等が特定されることを防ぐため、通報者

等に対して、情報管理の重要性について十分に説明すること。 

２ 主管課における通報等への対応に際する秘密保持及び個人情報の保護に関しては、前項に定

めるもののほか、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）、関ケ原町個人情

報保護法施行条例（令和４年関ケ原町条例第４０号）の規定に従う。 



（利益相反関係の排除） 

第１３条 次の各号のいずれかに該当する職員を通報対応業務に関与させてはならない。 

 （１） 法令違反行為等の発覚及び調査の結果により実質的に不利益を受ける者 

 （２） 通報者又は被通報者と親族関係（配偶者又は３親等以内の親族をいう。）にある者 

 （３） 前２号に掲げる者のほか、対象事案に関する公正な調査、法令違反行為等の是正措置

等又は実施を阻害し得る者 

２ 通報相談窓口担当者は、自らが前項各号のいずれかに該当する外部通報を受け付けた場合は

、他の通報相談窓口担当者に引き継がなければならない。 

３ 対象事案の調査又は是正措置等の検討若しくは実行に関与する者は、通報対応業務の各段階

において、第１項各号のいずれにも該当しないことを確認し、そのいずれかに該当する場合は

、責任者に報告しなければならない。 

４ 前項の報告を受けた責任者は、同項の報告をした者を当該対象事案の通報対応業務に関与さ

せてはならない。 

（通知等） 

第１４条 通報相談窓口担当者は、通報者の連絡先が明らかでない場合を除き、当該通報者に対

して当該外部通報を受け付けた旨を、外部公益通報受理（不受理）通知書（様式第３号）によ

り当該外部通報の日から２０日以内に通知する。 

２ 通報相談窓口担当者は、通報者の連絡先が明らかでない場合を除き、当該通報者に対して対

象事案に関する調査の結果及び是正措置等について、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密

、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、外部公益通報に係る調査結

果通知書（様式第４号）及び外部公益通報に係る是正措置通知書（様式第５号）により速やか

に通知する。 

３ 通報相談窓口担当者は、通報者の連絡先が明らかでない場合を除き、対象事案に関する調査

開始後から是正措置完了までの間、法第５条各項の規定に反して不利益な取扱いを受けている

ことが明らかになった場合には、通報者の保護に係る必要な支援を行うものとする。 

（違反した職員に関する処分） 

第１５条 次のいずれかに該当する職員に対してその行為態様、被害の程度その他情状等の諸般

の事情によっては、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合に該当するものとして、懲

戒処分等を講ずることができる。 

（１） 第１２条の規定に正当な理由なく違反した職員 

（２） 第１３条第１項各号のいずれかに該当することを報告することなく通報対応業務に関

与した者 

（教育及び周知） 

第１６条 責任者は、個人情報等の保護に配慮した上で、通報相談窓口の運用実績について職員

に対して周知する。 

２ 責任者は、通報相談窓口担当者及び主管課の担当並びにそれらの担当者となる可能性の高い

職員に対してこの訓令の適切な運用を確保するため、定期的に教育及び研修を行うこととし、

通報者等を特定させる事項の取扱いについて特に十分な教育を行う。 

３ 町は、事業者及び労働者等に対する広報の実施その他適切な方法により、通報相談窓口、通

報対応の仕組み等について、周知するよう努める。 

（体制の整備、運用及び改善等） 



第１７条 責任者は、この訓令に基づく体制の整備及び運用状況等について町長へ定期的に報告

する。 

２ 責任者は、この訓令に基づく体制の整備及び運用状況等について、定期的に客観的かつ公正

な方法による評価、点検等を行い、必要に応じて改善策を講ずる。 

３ 責任者は、通報相談窓口に寄せられた外部通報に関する運用実績の概要を適切な業務の遂行

及び利害関係人の秘密、名誉、プライバシー等の保護に支障のない範囲において、各年度の終

了後、速やかに公表する。 

（雑則） 

第１８条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定め

る。 

附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１号（第８条及び第９条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

       様 

 



関ケ原町長         

 

 

外部公益通報対応依頼書 

 

 下記の通り通報がありましたので、関ケ原町外部公益通報の処理に関する規程（以下「規程と

」いう。）により下記のとおり依頼します。 

 

記 

 

外部通報受理日     年  月  日 

依頼する業務の内容 □対象事案の調査（規程第８条第２項） 

□対象事案の是正措置等の□検討／□実行（規程第９条第３項） 

対象事案の内容  

 

 

 

 

 

 

 

 

備考  

 

 

 

 

遵守事項 

 （１） 正当な理由なく、業務に関して知りえた事項であって通報者との特定につながり

得る情報を漏らさないこと。 

 （２） その他知り得た公益情報に関する秘密を正当な理由なく漏らさないこと。 

 （３） 規程第１３条第１項に該当した場合、直ちに責任者に報告し、他の担当者に当該

業務を引き継ぐこと。 

 （４） 業務に当たっては、責任者の指揮監督に従うこと。 

様式第２号（第１０条関係） 

 取扱注意  

外部公益通報処理票 

作成者 所属先         

    氏名          

受付 



受付番号  通報日時   年  月  日（  ） 

通報の方法 □文書 □FAX □メール □電話 □面談 □その他（       ） 

通報者情報 □匿名を希望 

氏 

名 

フリガナ 連

絡

先 

電話

番号 

（自宅）    ―    ― 

 

（携帯）    ―    ― 

Email  

住所 
〒   ― 

 

被通報者

との関係 

□従業員  □アルバイト  □役員  □派遣労働者  □取引先（□従業員  □その他／

□上記であった者（  年  月  日退職等）／□その他（            ） 

通報内容 

被通報者の氏名  

違反行為等の内

容 

※日時、場所、内容、目的、通報理由等を確認 

 

 

違法行為等が（□生じている／□生じようとしている／□その他（    ）） 

証拠資料 
□あり（                 ）  提出可否 □可 □不可 

□なし  □その他（                        ） 

その他特記事項 
 

通報者への確認事項 

説明事項の確認 □秘密保持 □個人情報保護 □通報受付後の手続の流れ 

結果等の報告 結果通知を □希望する／□希望しない 

連絡方法 □文書 □メール □電話 □その他（       ） 

受理手続 

通知日     年  月  日 

取扱内容 検討結果 □受理 □ 不受理（□情報提供） 違反疑い： 

不受理の

理由 

□当該通報に関して調査又は措置を行う必要性が認められない 

□その他（                          ） 

□個人の生命、身体、財産その他の利益に重大な影響を及ぼす可能性が

認められないことの検討済 

通報対応業務記録 

調査 調査開始日     年  月  日 調査終了日     年  月  日 

従事者  

 

 

調査結果  

 



 

 

 

 

 

結果通知日     年  月  日 

是正措置

等 

実施日     年  月  日 

是正措置等の

内容 

 

 

 

 

 

 

 

通知日     年  月  日 

事後確認 確認日     年  月  日 

特記事項  

 

 

確認日     年  月  日 

特記事項  

 

 

その他特記事項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第３号（第１４条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 

       様 

 



 

関ケ原町長         

 

 

外部公益通報受理（不受理）通知書 

 

 

   年  月  日付けで受け付けた通報については、下記のとおり決定しましたので、関ケ

原町外部公益通報の処理に関する規程第１４条第１項の規定により通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 通報内容 

 

 

 

２ 結果 

 

 （１） 公益通報として受理し、当該対象事案について調査を開始します。 

 

 

 （２） 次の理由により、公益通報とは認められないので、不受理と決定しました。 

 

    （不受理の理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第４号（第１４条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 

       様 

 



 

関ケ原町長         

 

 

外部公益通報に係る調査結果通知書 

 

 

   年  月  日付けで受け付けた通報について調査を行った結果、関ケ原町外部公益通報

の処理に関する規程第１４条第２項の規定により、下記のとおり通知します。 

 

 

記 

 

 

通報の内容（概要）  

 

 

 

 

調査結果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第５号（第１４条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 

       様 

 



 

関ケ原町長         

 

 

外部公益通報に係る是正措置通知書 

 

 

   年  月  日付けで受け付けた通報について是正措置を講じましたので、関ケ原町外部

公益通報の処理に関する規程第１４条第２項の規定により、下記のとおり通知します。 

 

 

記 

 

 

通報の内容（概要）  

 

 

 

 

講じた是正措置の内容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


